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,

鞠

r壼
岐
國

に
於

け
ろ
地
割
制
度

(
二

・
完

)

奥

田

或

月

次

響

蕎

地
割
贔

主
・、の
關
係
.

施
行
の
藷

、、鯉

の
匠
域

響

の
年
限
及
時
季

堺

望

地

土
地

の
分
配

に
興

る
者

土
地
分
配
の
標
準
.

地
割
役
員

(以
上
、
前
號
所
載
∀

土
地
割
替

の
順
序

配
宮
地
の
彪
分

地
罰

ぐ、

村
落
制
ε
の
關
係

叢
生
及
腰
滅

結
言
〔
以
上
・
本

號
所
載
)

第

九

土
地
の
割
替
の
順
序

さ
て
地

割
を
行

は
・ん

ご
す

る
時
は

、
豫

め
上
司
を
経

て
、
領

主

の
許
可
を
得

、
庄
屋
及
功
頭
協
議

の
上
、
割
子

及
割
頭
を
選
任

し

て
割

の
責
務

に
當
ら

し

め
、
自
ら

も
亦
筆

取
.添
筆
取

五
井

に
各

事
務
を

分
掌

し
て
、
割
子

の
補

助
及
監
督

を
な
す

。

割
干
に
其
就
任
に
當
り
て
、
左
の
如
き
誓
ん
な
す
Q

一
喝
今
度
田
畑
割
御
座
候
に
付
、
割
干
に
被
仰
付
候
に
就
て
11
、
割
頭
付
其
者
分
限
相
惚
家
内
人
激
多
少
詮
議
の
上
、
不
同
無
御
座
様
相
極
、
屋

敷
指
畑
圏
畑
共
に
土
地
の
上
中
下
風
早
撮
作
徳
之
考
為
以
・
貫
く
吟
味
仕
り
・
甲
乙
無
御
座
標
、
廉
直
に
割
立
可
申
候
、
縁
者
親
類
誰
人
の
割

ト
て
も
、
毛
頭
依
怙
贔
負
仕
間
敷
事
。.

一
、
於
割
橘
寺
肚
給
人
ば
不
及
申
、
脇
間
人
肉
百
姓
に
至
ろ
迄
、
無
出
入
、
全
賄
賂
為
請
串
間
敷
事
。

=

此
節
割
方
役
指
越
候
條
、
指
圃
な
諦
可
申
事
。

醗

苑

壷
岐
図
に
於
け
る
地
割
制
度

第
十
七
巻

(第
三
號

　
〇
九
)

四

=
二

1)田 畑制御定 法書窺 より鱒Se



誰

苑

壼
岐
國
に
於
け
ろ
.地
割
制
度

第
十
七
巻

(第

三
.號

「
「
○
)

四

「
四

布
之
「陳
に
於
.相
背
11
.沸
交
ゆ
.

貯

屋
外
作
業
即
ち
土
地

の
測
量
及
土
地
階
級
決
定
に
着
手
し
た
る
.後
、
土
地

の
組
み
替

へ
及
.分
配
を
な
す

の
順
序

な
る
も
、
之
等

北
開
し
て
殆
ん
ご
参
考
ε
な
す

べ
書
交
書
な
く
、
往
昔
の
實
歌
を
仔
細

に
知
る
由
な
港
を
以
て
、

僅
に
断
翰
零
墨
を
補
綴
し
、
揣
摩
臆
測
を
逞
く
し
て

一
端
を
窺
ふ
の
み
。

ヅ
チ

ミ

往
時
土
地

の
實
地

見

分
を
土

見

ε
呼

べ
る
が
如

し

(例
へ
ば
、
田
畑
割
御
定
法
書
中
に
「
今
度
田
畑
割
申
付
候
條
、土
見
よ
り
入
念
、

不
依
親
疎
、
全
依
怙
贔
貢
仕
間
敷
事
、」芝
あ
る
に
よ
り
て
之
な
知
る
べ
し
)。土
地

の
等

級
は
各
時
代

に
よ
り

て
異
れ
ざ
も

、
寛

政
七

年
⊥
八
月

の
「
郡
方

仕
置
帳
」
に
.記
載
す

る
田
畑
高
定

め
法

を
見

れ
ば

、
略
想

像

し
得
ら

る

、
な

か
。

即
ち
同
帳
に
「田
地
高
守
の
義
ば
、土
地
の
善
悪
為
上
か
一段
.、
上

一
段
・
中
一
段
・
下

一段
・
下
々
一段
、
都
合
五
段
に
分
か
ち
、左
之
濫
り
高
な
守

可
申
候
。々

反

下 下.申.・.上 上

々

曜

同 同 局 回 田

(中
略
)
尤
土
地

の
善

悪
次
第
之
差
別
、
右
五
段
に
も
限
間
数

、

守
候
檬
可
相
心
得
事
へ」
叉
「
新
田
開
登
の
も
の
ば
、上

高

一
石
二
斗
五
升
、

な
見

う
に
、
同
じ
・く
仕
置
帳

に
ー
-

上
.

畑

一
升
蒔
に
付
.

上
り
米

一
升
六
合

高

三
石

　局
二
石
五
斗

高

二
君

重

石
五
斗

高

一
石

就
典
鎰
に
右
五
段

の
定

ん
規
矩

に
致

し
-

中
高

一
石
、
下
高

七
斗
五
升
「

夫
よ
り
割
崩
℃
俟
て
、
土
地
相
懸

之
高
な

.

下

々
需
五
斗
」

ε
め
り

、
次

に
畑

の
階
級



「

㍉

中

畑

同
.

同

　
升
四
合

.

下

畑

同

同

　
升
二
合

下

々

畑

同

・

同

】
升

三

下

畑

同

同

八
合

ε
あ
り
。

.

田
畑

の
測

量
及

等
級

の
評
定

が
決
了
す

る
時
は
割
替
地

の
組

合

せ
を
行

ふ
順
序

な

る
も

、
之
を
如

何

に
な

せ
し

や
は
不
明
な
り
。
.組
合

の
後

抽
籤
を
行

ひ
、
作

人
及
作
所
を
確

定
し

、
其
結
果
を

田
方
帳

及
畑
方
帳

に
作

成

し
、

左
記

の
如

き
形
式

を
以

て
上

司

に
申
達

し
た
.る
が
如
し
。

割

頭
、授

帳

奥

書

.

帳

内

合
屋
敷
.

何
.耳
付
拾
.ケ
斬

合
屋
敷

何
百
何
捨
割
.

看
者
今
度
田
畑
割
、
願
之
通
御
免
鞍
下
、
我
々
大
目
台
割
頭
相
極
蔦
諸
人
納
得
之
上
、
、甲
乙
無
之
様
割
印
候
、
此
上
に
て
何
角
邪
魔
申
仁
御
座
候

者
、
我
々
罷
出
可
承
候
「
爲
後
日
如
斯
御
座
候
、
以
上
。

皐

月

日

劫

頭

剣

P

説

苑

壷
岐
國

に
於
け

る
地
割
制
度

筆 創 作

取
人

頭
取 子

剣
第

十
指
巻

ハ第
三
続
.
「
一
;

]四
.〒
五

■



-
.

説

苑

登
岐
國

に
於
け

る
地
割
制
度

第
十
七
.巻

(第
三
號

一
【
二
)

閥

一
六

庄

屋

誰

殿

右
割
方
昇
見
之
上

、
諸
人
指
.寄
承
候
施
、
毛
頭
出
入
之
儀
無
御
座
候

、
以
上
。

庄

屋

何

某

判

右
割
方
遂
吟
眺
浄候
露

、
相
違
無
御
座
候

、
以
上
。

代

宥

到

割

方

役

剣

樹
「
壷
破
風
梅
方
定
格
」
に
閏
蜘
之
儀
ぱ
、
先
年
被
相
定
候
逓

、
郷

中
打
電
、
田
畑
上
中
下
な
見
定
、

一
割
宛
之
作
所
不
同
無
之
襟
致
鷺
、
圃
人
為

以
て
作

人
柄
樽
呵
巾
候
、
右
割
方
に
就
き
、
贔
負
之
計
於
有
之
者
、
代
官
庄
屋
小
笹
人

に
至
る
遙

「
屹
度
越
度
に
可
申
付
俊
傑
、・
田
畑
割
並
倉
之
小

役
之
者
共
、
何
れ
も
誓
詞
致
さ
ぜ
、
代
官
見
層
可
中
事
、」
叉
「
都
方
佳
麗
帳
」
に

コ

先
限
代
官
庄
屋
抽
頭
其
体
所

々
老
人
作
方
功
者

の
も
の
寄
合
僉

議

の
上

、
學
等

に
割
直
し
、
振
岡
な
以
て
作
付
相
極
、
少
し
も
揺

贔
負
不
仕
様
申
付
事
、」
ε
あ
り
、
此
等

に
よ
り
て
も
、
割

が
何
な

ろ
方
法

に
て

施
行
ぜ
ら
柱
し
ゃ
、
叉
藩
が
地
割
施
行
の
節
に
臓
生
す
べ
き
弊
害
の
防
止
に
如
何
に
苦
心
し
た
る
や
な
推
知
ず
ろ
こ
ぐLな
得
べ
し
。

以
上
は
主

ε
し

て
古
書

類

に
基

き
、
割
替

の
順
序

及

方

法
を

考
察

せ

し
も

の
な

る
が
、
次

に
稍

々
重

複

の
威

あ

る
も
、
.維
新
前

後

の
賞
状

に
就
き
述

べ
ん
ε
す
。

維
新
前

後
即

ち
地

割
制
度

が
、
其

飴
命
僅

に
十

年
内

外
を
出

で

ざ
b

し
頃

に
於

て
は
、
二
三
十
年
來

の
慣

例
に
從

ひ

、
藩

よ
り

割
奉
行

を
特

に
任
命

し
て
壼
岐

全
土

の
割
替

の
事

を
專
ら
管
理

せ
し

め
た
り
。
割
替

の
方
法

は
、
従
前

ε
別
し

て
差
異
な

か
り
し
が
如

き
も
、
唯

盆

々
自
治
的

ど
な

の

り
、
各
割
替
歴
域
は
回
歴
域
内

の
住
民

の
協
議
に
よ
り
て
施
行

し
た
り
。

さ
れ
ば
此
頃
に
は
最
早
領
主
は
田
畑
割

御
定
法
書
の
如
き
法
規
を
登
す

る
事
ε
も
な
く
、
叉
傳
來
の
法
規
を
厳
守
せ
し
め
ん
ε
も
せ
す
、
只
民
情
の
好
む

に
任
せ
た
る
が
如
し
、
故

に
割
巷
塵
域
に
よ
b
割
替
の
期

限
及

分
配
の
標
準
に

於
て
も

多
少
の

差
異
を

生
じ
た

り
、
叉
同

「
歴
域

に
て
も
、
先
き
に
協
議
決
議
せ
し
規
定
を
墨
守
す
る
ε
云
ふ
に
も
あ
ら
す
、
割
替
年
限
來
れ
ば

2)永 元嘉十 耶及下條美助 両氏談 。
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民
情
の
攣
遷
等
を
参
酌
し
て
新

に
協
定
し
、
專
ら
村
民

の
意
嚮

に
從

ひ
、
其
卒
安
を
圏
り
た
り
ぜ
云
玩
、
而
し
て

割
替
の
時
期
來
れ
ば
、
割
干
及
割
頭
選
任
せ
ら
る
、
彼
等
は
既
述

の
如
き
標
準

に
よ
り
、
各
戸
に
つ
き
て
夫
々
配

常
額
を
評
定
し
、
之
れ
を
総
計
し
て
、
全
燈

に
て
何
百
何
十
河
割
何
分
ご
云
ふ
こ
ξ
を
算
定
し
、
地
割
す

べ
き
土

地

の
総
高
を
総
割
敷
に
て
除
し
、

「
割
の
田
畑

の
高
各
何
程
宛

ε
云
ふ
こ
ε
を
算
出
し
π
り
、
斯
く
て
匠
域
内
.の

蔑

を
召
集
し
、
「
さ
す
り
」
(議

)
を
行
ひ
、
右
標
準
の
高

答

致
す

る
様
変
卒
に
土
地

の
組
合
せ
を
な
し
て
各

戸
に
分
配
す
。
當
塒
は
最
早
繁
雑
な
る
測
量
及
土
地
階
級
の
評
定
等
を
行
は
す
、
.土
地

の
面
積
は
、
庄
屋
の
所
有

せ
る
土
地
豪
儀

に
基
き
、
又
土
地

の
等
級
は
、
各
土
地

の
生
産
力
に
基
き
机
上
に
て
評
定
し
た
b
。
水
田
の
組
合

せ
は
、
吉

永
榮
十
鄭
氏
の
談
に
よ
れ
ば
、
先
づ
最
初
に
上
田
を
基
準

ピ
し
て
、
之
に
下
田
を
配
し
て
、
大
腸
の
組

カ

シ
　ノ
ダ

シ
リ

合

せ
を
作

り
、
後
中

田
を
之

に
配

し
、
土
地

組
合

せ
を

了

し
た
り

,し
云
ふ
、
故

に

「
名
上

田
を
頭

田
、
下
田
を
尻

ぞ
シ

ナ
む
げ
シ

指

、
中

田
を
中
指

ε
云

へ
り
、

さ
れ
ば
組

み
合

さ
れ
だ

る

一
割

宛
の
土
地

は
其
面
積

に
於

て
不
同

あ
り
し
の
み
な

ら
す

、
其

高

に
於

て
も

}
二
升

の
差

あ
る
を
冤
が

れ
ざ

り

し
ε
云

ふ
。

か
く

て
之
を
抽

籤

に
よ
b
各
戸

に
分
配

せ

b
。
次

に
畑
地

に
於

て
は
、
抽

籤

に
よ
ら
す

、
各

戸

に
附
.属
せ

る
前
畑

な

る
不
割
地
を

基
準

ε
し

、
面
積

等
級
及

各
戸

よ
ら
の
遠

近
を
参
酌

し
て
、
最

も
便

利
な

る
畑
を

選
揮
配
賞

し
沖
b

ε
云
ふ
。

籔
は
紙
撚

に
し

て
、
先

づ
番

籔
を
描

き
、
後
本
籤
を
抽
く

こ

ピ

、
せ

り
。
而

し

て
抽

籤

に
よ
b

て
配
當
を
受
け

た

る
田
は
、
必
ず

し
も
自

己

の

希
望

嬉
.一
.致

せ
ざ
る
を

以
て
、
抽
籤
後

個
人
的

に
交
換

せ
b
。

か
く

て
各
自

の
分
配
地

決
定
す

る
聴

は
之
を

割
帳

に
記

し
郡

代

、へ
届
出

で
陀
り

。

地

割
に
要
す

る
費
用
殊

に
地

割
の
専

任
役
員

に
謝
す

る
報
酬

ε
し

て
は
、
最
善

の
畑

を
支
給

し
た
り
、
北
畑
を

試

苑

豊
被
國
に
於
け
る
地
割
制
度

鋸
尋
七
巻

〔第
三
慨
.
」
一
座
)

捌
一
七

3)松 本浩通及下條 美助 両氏談D



読

苑

壷
岐
國
に
於
け
ろ
地
割
制
度

第
十
七
巻

(第
三
號

一
一
四
)

四
一
八

.

割
畑

芭
云

ひ
て
、
地

割

の
節

、
土
地

分
割

に
當
り

て
豫

め
除

き
置

く
な
り

、
例

へ
ば
割
干

に
は
畑

二
歩
を
支

給

し

た
り
、

之
を

割
干
思
料

ご
云

ふ
、
其
他

の
役

人
た

る
庄

屋
、
筆
取

、
訪

頭
等
は
既

に
述

べ
し
如
く

、
夫

々

「
定
面

積

の
土
地

の
支

給
を
受

く
れ
こ

も
、

こ
は
割

に
鋤
す

る
特
殊

の
役

料

ご
云
は

ん
よ
り
は
、
寧

ろ

「
般

事
務

に
封
ず

る
給
料

ε
看
做

す

べ
き

も
の
な
り
。

此
他

、
割

の
事
務
及
協
議

に
要
す

る
食
費
及

文
房
具
費
等
は
現

金
叉
は
現
物

を
以

て
匠

域
内

の
各
戸

に
賦
課
徴
牧

し
陀
り
。

例
へ
げ
ハ「
田
畑
割
媚鯉
{正
油
…書
脚描
」
の
或
る
箇
御旅
の
付
解仙
に「、
次
の
如
嘉
」即興盤
外あ
り
。

=

扶
持
力
水

}
日
壼
升
宛

て

襯

噌

て

茶

煙

草

】
、
野

茱

薪

】
、
割

干

恩

料

]
、
紙

筆

墨

-

前
例

之
通
小
役
人
中
豊
割
子
食
焚

共
に
。

鰯
に
よ
り
切
立
。

佃
勘前
出
力
は
切
立
居
候
由
に
候

へ
共

、
此
節
m講
談
之
上
相
止
候
事
。

但
濁

に
よ
リ
切
立
前
方
の
通
。

本
宮
村

に
て
は
畑
二
歩
可
須
村
に
て
は
見
合
。

但
し
是
迄
之

通
・
允
以
後
割
有
之
候
蓮
附

貴
候
事
。

伍
是
迄
之
通

、
醐
に
よ
り
切
立
候
事
。

第

十

配
當

地

の
庭

分

「
國
中
田
畑
永
代
萱
買
之
儀
は
、

一
統
不
相
成
候
御
法
に
付
、
云
々
」
ビ
彼
の
田
畑
割
御
定
法
書
爲
中
の
天
保

十
年
曾
紀
二
四
九
九
年
)
の
仰
出
に
云

へ
る
如
く
、
國
内

「
般
に
土
地
の
永
代
萱
買
は
禁
止
さ
れ
し
も
、
割
替
年
限
似

内
な
ら
ば
、
土
地

の
萱
買
は
勿
論
質
入
賃
貸
等
自
由
に
庭
介
す

る
こ
ε
を
得
た
り
き
。
土
地
を
他
人
に
譲
渡
す
時

`



P

は
、
的
頭
旨

頭
を
以
て
屈
昆

つ
る
も
の
に
し
て
、
其
土
地

に
賦
課
せ
ら

る
＼
租
穐
納
付
の
形
式
は
費
買
常
事

者
間
の
契
約

如
何

に
よ
り
、
或
は
買
受
入
が
譲
渡
入
の
名
義

に
イ、
納
付
す

る
・
ε
め
り
、
或
は
叉
全
然
自
己
の
名

義

に
移
し
て
出
す

こ
`
あ
り
た
り
。
次

に
都
方
仕
置
帳
の

一
節

に
、
「
田
畑
賞
買
之
儀
、
是
X
代
官
承
屑
、
郡
代
中

に
申
達
措
圓

の
上
、

可
指
先
候
、

尤
御
物
成
之
儀
は
、

永
代
喪
主
よ
り
相
納
、

買
主
作
取
約
束
果
て
費
買
等
仕

儀
、
整
相
楽
候
事
、」
ε
め
る
を
見
れ
ば
、
租
税
納
付
の
形
式
如
何
に
よ
り
て
は
、
永
代
費
買
も
可
能
な
b
し
如
く

見
ゆ
れ
ざ
も
、
之
は
割
地
以
外
の
土
地

に
饗
し
て
適
用
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
が
如
し
。

然
る
に
當
事
者
が
故
意

に
割
替
年
限

よ
瀕
も
長
期
の
年
数
を
以
て
萱
買
せ
し
か
、
或
は
前
回
の
割
替
年
限
に
基

き
て
費
買
を
な
し
た
り
し
に
、
何
等
か
の
理

由
に
よ
り
て
、
前
回
の
年
限
以
内
に
て
地
割
が
行
は
る

、
に
至
り
し

が
如
く
、
割
替
親
眼
張
る
も
未
だ
契
約
期
限
が
満
了
せ
ざ
る
場
合
に
も
、
藩
は
其
筈

の
事
情
を
何
等
参
酌
す

る
こ

ご
な
く
、
す

べ
て
土
地
を
指
出
さ
せ
割
崩
し
見
る
も
の
、
如
し
。
蔀
ち
御
達
婆

日華
代
不
詳
)の
一
節
に
「責
地
年
数
不
相
濟
連

茂
・
割
崩
し
配
分
爲

仕
候
上
・
書

入
承
幇

間
敷
事
、」
.・・
、釜

ハ墓

尊

御
箇
條
之
逓
、
尤
禦

貢
方
に
登

年
限
窪

年
限
割
、
得

替
養

描
出
候
て
、割
崩
候
事
」
ご
あ
・1
)
。故

に
斯
(
の
如

き
場

合
に

は
、
新

た
に
配
當

を
受

け
だ
る
土
地

を
買
主

に
與

へ
て
其
義

務

を
完

了

し
π
リ
ピ
云

ふ
。

之
を
要
す

砲

に
、
土
地

の
分
配
を
受

け

た
る
者

が

、
.土
地
を
自
由

に
庭

労
し
得

陀

る
は
、
原
則

ε
し

て
割
替
年

限
内

に

し
て
、
割
替

年
限
乗

る
特

は
、
如
何
な

る
理

由

あ

る
を
問
は
す

、
割
地

は
総

て
之
を

返
還

し
、
更

に
割
替

琶
行

ひ
た

る
な
b
。
然

る

に
口

分
田
の
制

度

に
於

て
は

、

【
度
土

地
を
給
與

七
π
る
時
は
、
受
給
者

の
死
す

る
迄

は
之
を
牧
公

せ
す
、

班
年

に
至

り
て
土
地

を
牧
公

し

、
叉

は
受

給
す

る
は

、
死
者

叉
は
新

に
⊥
八
議

に
達

し
た

る
も

設

苑

壼
岐
國
に
栂
げ
る
地
射
制
度

"

第
+
七
巻

(第
三
號

一
一
五
)

四
「
九

1)吉 永榮十 邸民設 。

印
、



'

読

苑

登
戯
画
に
於
碇
ろ
片
割
制
虜

第
十
七
巻

箭
〃二「號

「
一
六
)

四
二
〇

の

に
し

て
、
田
が
」
ハ
年
毎

に
、
凡
て
.の
人

に
新

に
班
授

せ
ら

る

、
に
非

ざ
り

し
な

b
、
之
れ
両
制
度

の
異

る
班

な
り
。

第
十

一

地
割

と
村
落

制

と
の
閣
僚

壼
岐
の
現
村
落
制
は
、
之
を
琶
時
の
状
態
に
比
す

れ
ば
、
幾
分
の
攣
化
を
な
し
た
る
は
疑
ひ
な
し
ご
錐
も
、
家

屋
ば
土
地

ご
密
着
し
、
之
を
容
易
に
移
動
し
得

べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
現
状

に
よ
り
て
警
態
を
+
分
に
窺
ふ
こ
ε

を
得

べ
し
。
即
ち
萱
岐
國
の
村
落
制
は
所
謂
散
在
村
落
制
叉
は
疎
居
村
蕗
制
に
し
て
}
或

は
山
腹

に
、
或
、は
山
麓

に
、
或
は
谿
谷
に
、
或
は
雫
地
に
=
一
々
五
々
家
々
黙
九
仙
せ
る
を
見

る
。
壷
岐
國
に
於
て
加
浬斯

疎

居

村

落
制
を
取

れ
る
は
、
他

に
も
理
由
あ
る

ぺ
け
ん
も
、
地

割
制
度
興

っ
て
大
に
力
あ
り
し
な
る
べ
し
、
蓋
し
前
述

の
如
↑
、
畑

地
の
分
配
は
、
農
家

の
前

面
に
附
属
す

る
前
畑
ε
家
屋
に
可
成
接
近
し
た
る
畑
地

・し
を
以
て
す
る
を
原

則
ご
せ
し

が
故

に
、
新
に
樹
立
し
て

一
家
を
興
し
、
土
地

の
分
與
を
受
け
ん
ε
す

る
も
の
は
、
農
業
経
管
上
の
便
利
よ
り
、

家
屋
の
密
接
せ
ざ
る
耕
地
或
は
原
野
に
家
屋
を
新
設
し
て
、
出
來
.得
る
限
り
臼
己
の
住
宅

の
附
近
に
て
畑
地

の
分

配
を
受
け
ん
`
努

め
し
に
由
る
べ
し
。

第
十
二

嚢

生

及

磨

滅

地
割
制
度
叢
生
の
原
因
及
其

年
代
に
關
し
て
に
、
其
が
纒
濟
史
研
究
上
非
常

に
興
味
あ
り
且
つ
重
要

な
う
に
も
拘
ら
ず

、
未
だ
正
確
に
究
明
ゼ
ら

れ
た

ろ
も
の
極
め
て
尠
く
、
其

の
多
く
は
臆
測

に
偏

ゼ
る
嫌
な
し

ご
ゼ
ず

。
登
岐
國

の
地
割
制
度

の

起
源
に
就
き

て
も
・
亦
西

田

博
士
も
按

る
べ

き
も
の
無
か
り
し
ミ
見
た
、
推

論
々
蘇
ら

ぜま

ら
れ
し
が
、
管

見
な
以
て
す
ろ
も
、
同
博
士

の
推
論
に
は
末

だ
逮

か
に
左
袒

し
難
き
朧

尠
し
。長



顧

史

侠

っ
て
本

研
究
に
嘗

り
山
魁
慰
及
余
ー-
其
方

の
大
牛
た
此
方
楓
に
注
ぎ
、
古
老
に

つ
き
て
傳
親
心
質

」

叉
ば
松
浦
家

に
つ
着
て
其
蔵
書
為
探

り
て
其

が
闡
明
に
努
珍
し
も
、
僅

か
に
二
三
の
傳
説
ε
漸
翰
零
箏

、
祉
得
た
み
の
み
に
て
、

全
く
暗
中
模
索

に
終
円
し
に

東
砂
甚
だ
遺
憾

手

所

な

り

。

從
來
嚢
表

せ
ら
れ
π
る
殿
主

に
關
す

る
所
説
の
内
稍

々
信
を
措
く
に
足
る
べ
き
も
の
は
、
内

田
博
士

の
所
説
に

め

し
て
、
萱
岐
國
の
地
割
制
度
は
上
古
の
土
地
共
産
制
の
遺
物
に
あ
ら
ざ

る
か
ぜ
云
ふ
に
あ
り
。
山
漫
君
及
余
も
亦

貴
地
調
査
以
前

に
於
て
は
、
或
程
度
迄
本
説
に
信
頼
し
た
り
し
も
、
山
渥
君
が
壼
岐
國
に
渡
り
て
同
國
の
.奮
家
吉

野
光
枝
氏
の
所
載

に
か

、
る
「
壷
岐
.史
拾
遺
及
び
壼
岐
国
郡
圧
郷
邑
浦
來
歴
」
の
二
書
を
借
讃
す

る
に
至
り
て
共
非

な
る
を
獲
見
す

る
に
至
れ
り
、
帥
ち
コ
壷
岐
史
拾
遺
」
に

「
昔
は
人
家
繁
昌
を
な
し
て
、
山
野
も
人
の
住
家
ε
な
り

し
其
世
は
、
畠
の
中
に
家
を
作
り
、
垣
構

へ
を
な
し
て
住
居
せ
し
、
年
貢
も
な
く
て
、
渡
世
の
管
み
、
さ
し
て
世

話
な
く
、
田
畑
等

分
に
母
家
に
割
付
配
分
す
る
こ
ざ
な
く
、
田
畑
は
代
々
持
簿

へ
、
其

の
内
を
嫡
子
二
男
庶
子

へ

相
慮

に
護
り
與

へ
.し
、
中
頃
よ
り
田
畑
等
分
、
毎
家
に
配
分
の
割
山
割
も
出
京
れ
ゆ
、
」
ε
あ
る
に
よ
b
て
、
地
割

が
上
古

の
共
産
制
の
遺
風
な
ら
ざ
る
こ
ざ
を
知
り
得

バ、
し
、
熱
れ
ご
も
此
丈
に
謂
ふ
所
の
中
頃

ε
は
果
し
て
何
時

の
事
な
b
や
術
ほ
不
明
な
b
。
次
に
「
萱
国
郡
在
郷
邑
浦
来
歴
」
を
見
る
に
、
「
昔
田
畑
山
導
の
割
は
な
し
、
貴
賎
共

に
耕
作
人
重
代
柑
傳

の
田
畑
山
等
あ
り
、
懸

永
十
九
年
、
箱
崎
江
角
の
五
郎
嫡
子
次
男

に
田
畑
所
名
屋
敷
配
分
譲

瓶
二
通

に
、
重
代
相
傳
の
地

ご
書
け
り
、
坂
の
五
郎
は
貝
畑
の
居
住
家
を
嫡
子
徳
衙
門
に
護
b
て
、
江
角
に
次
男

乙
童
ご
.移
住
す
、
是
山
本
蕪
の
先
祖
な
b
、
田
畑
山
寺
費
買
は
め
b
し
、
永
隷
の
頃
、
田
畑
山
導
を
其
所
民
家
同

様
に
割
分
π
り
、
是
田
畑
山
等
割
の
始
な
り
、
今
山
割
は
な
し
、」
ご
あ
り
。

読

苑

青
鮫
國
に
於
け
ろ
地
割
制
度

第
十
七
巻

(第
三
號

=

七
)

四
一
=

1)臼 木纒潴奥 の研究上巻二三六 一二三八頁参照。

、
、



囁'

説

苑

萱
岐
國
に
於
げ
る
地
割
髄
度

第
十
七
巻

(第
三
號

一
一
八
)

四
二
二

右
「
萱

岐
国
郡
圧
郷
邑
浦

来
歴
」
な

る
書
は

、
賢

暦
明

和
年
間

一〔日
紀
二
四
=

1
二
四
三
〇
年
)
に
、
吉
野
氏

の
狙

な

る

政

長
(叉
ば
秀
政
)
の
著

せ
る
も

の
な
り

ε
云

へ
ば

、
同
書

成

立
の
年
は
.
、
水
脈

の
頃
を
距

る
約

二
百
年

の
後

の
事

に

擁
す

、
叉
本

書
著
述

の
意
は

、
輩

に
古
事
醤
慣

を
録

し

て
之
を

子
孫

に
知
ら

し

め
ん

ご
す

る
に
止

ま
り

し
も

の
に

て
、
其
記
す

る
所

、、
何
等

組
織

系
統

を
有

せ
す

、
所

謂
老
人

の
階
筆

ご
も
穂

す

べ
き
も

の
な
れ

ば
、
其

一
.吉
.
一
句

に
信
を
措

く
を
得
…ざ

る
や

も
測

ら
れ
.ぎ

れ
ご
」
、
{亀
も
偏

る
所

無

く
、

自
己

の
記
憶

す

る
ま

、
に
書

き
記

せ

る
所

に

一
顧

の
債
値

あ
り

ε
信
ず

。

之

に
櫨

れ
ば
.
萱
岐
國

の
地

割
制

度
は
、
内

田
博
士

所

説
の
如

く
上
古
よ

b
存

在

し
た
る
慣

行
を
其

當
時

の
領

主

が
公
認

せ
し
ε

云
ふ
が
如

き

も
の
に
あ
ら
す

し
て
、
寧

ろ
赤
線

の
頃

に
至
り

て
、
新

た

に
創

設

さ
れ

π
る
も
の

へ
如

し
。
果

し
て
然
ら
ば

、

永
藤
何
年

に
起

b

し

か
。

今
壼
岐
郷
土
輿
.研
究
家
た
る
後
腰
正
妃
氏
の
著
ゼ
る
「豊
岐
郷
土
臭
」
に
擦
る
に
松
浦
黛
王
氏
の
分
治
の
後
心
享
け
て
、波
多
氏
の
末
年
に
至
り
て
ば
.

萱
岐
の
代
官
立
石
三
河
、
牧
山
菩
右
術
門
、
,牧
山
大
舎
人
、
下
條
將
監
、
下
條
掃
郡
「
松
本
左
近
等
の
六
人
衆
謀
り
て
時
の
城
代
波
多
隆
々
滅
し
壼

岐
國
を
分
治
ぜ
り
、
之
よ
り
後
、
上
松
浦
岸
里
の
城
ま
日
高
甲
斐
守
喜
に
登
岐
に
人
り
、
隆
の
末
弟
政
為
擁
立
し
て
、
六
人
衆
か
滅
す
に
至
れ
り
、

菰
に
於

環

斐
守
は
疎
ん
立
て

壱

岐
城
代

毛

、
都
舞

終
・キ

叉
上
露

に
還
れ

り
、
こ
れ
永
牒
入
髪

羅

二
二
ニ
五
年
あ

腎

上

」
、
同

+
二
年

(日
紀
二
二
ニ
九
年
)

に
は
日
童

並置

岸
岳
減
た
疸
に
れ
て
壷
岐

擾

寇
し
拠
り
、
護

に
ば
自
家
擁
立
の
政
あ
り
し
　
、
念

背

に
腹
ば

替

へ
ら
4τ
ヂ

ぐ」
て
之
か
打

ち
取
一T
り
-
暫
記

に
曰
く
、
兄
弟
相
談
ず
る
ド
、
上
松
浦

へ
ば
所
詮
遠

ろ
べ
音
な
し
、
政
ぱ
主
計
な
れ
こ
も

、
止
む
潜
得

ず

こ
て
・
従
士
耶
蒸

な
率

ひ
、
燕
岳
城
・ト
忍

入

り

「
政

な
打
ち
取
り
穴
リ
ミ
、
復
元
絶

二
年
目日
紀

二
二
=
=

年
)
日
高
喜
は
其
同
志

の
士

立
石
圖

葦

群

・
護

集

げ
殺

饗

に
響

ん
・・し
・
誓
頚

塗

・
萎

輩

・　

以
・
発

通
す
・
讐

(礁

馨

華

喜
び
乏

為

細
れ
、某
女

奄
第
二
子
信
買
に
嬰

ば
し
て
登
岐
に
入
ら
し
む
へ
輩

に
於
て
萱
岐
の
士
人
信
質
奄
迎

へ
て
之
心
室
粁
ぐ、
な
で
、

・
、れ
萱
肢
が
松
浦
氏
脳
蜀



'

芝

黎

に
し
て
・
一、疫

最

後
・
護

の
地
縁

婆

爲

し
・
徳
川
時
岱

及
べ
り
・、暑

し
砦

巽

致

蕊

奮

を

ば
、
ぞ

る

晃

相
争
の
時
岱

・
當
時
の
蟹

が
か
≧

旋
盤

寫
し
た
り
昌

到
底
推
怨
し
得
ざ
舟

り
。
撚
れ
共
石
記
録
置

に
信
奉

ろ
…
、聾

ヂ

吉
田
東
伍
氏
苦
大
日
本
地
名
辞
書
萱
腹
固
の
條
に
、

「
比
島
μ
中
世

以
降
、
少
迅
氏
の
守

護
す
る
所
六
り
し
が
、
少
試
氏
衰

へ
、
松
浦
黙
志
佐
氏
寺

五
餐

地
券

ち
・
共
に
曇

輩

皇

握

最
塞

、
浮

嚢

振

・
、
後
波
多
黍

離

婁

、
武
生
沓

莱

す
、永
離

、島
人
、
馨

氏
に
叛
き
・
牛
戸
の
松
浦
氏
に
附
庸
た
り
・
是
よ

り
後
、
平
戸
の
対
内
こ
な
り
、
.以
て
今
代
の
如

に
至
れ

リ
」

.、
、
叉
松
浦
伯
爵
家

の
編
纂

に
か

曳

る
家
世
年
琴

ト
「
永
様
六
年
(日
紀

二
二
'
=
二
年
)
遣
可
分
佐
世
保
ほ
宇
早
岐
佐
志

方
郭
の
地
放

ひ
萱
岐
志
佐
等

の
地
た
併
す
」
・」
あ
れ
ば
な
り
。

合
比

の
記
録
を
眞
な
り
手

れ
ば
、
地
割
は
壼
岐
國
が
松
浦
氏
に
厨
し
て
、
泰
季
無
事
ε
な
要

る
、諜

六
年

よ
り
永
藤
+
二
年
迄
の
間

に
創
始
せ
ら
れ
砦

も
の
な
ら
ざ
る

べ
か
ら
.す
、
然
る
に
苫
暖

史
拾
遺

に
、

「
、森

の

頃
迄
は
持
地
高
地
行

に
し
て
、
各
格

籍

し
て
外
に
格
段
な
一
、
座
居
は
高
知
よ
り
上
座

を
せ
し
地
高

の
田
地
を

耕
作
し
納
む
渡
り
百
姓
走
れ
b
」

ε
あ
る
に
よ

っ
て
見
れ
ば
、
永
隷

の
頃
迄
は
⊥
⊥
は
土
地
を
領
ま
よ
り
受
け
、

…

.

定
の
伶
人
を

し
て
其
土
地
を
耕
作
せ
し
め
、
年
貢
を
納
め
し
め
忙
る
も
の
に
し
て
、
地
割
制
度
は
未
だ
存
在

せ
ざ
.

り
し
が
如
し
、
而
し
て
松
浦
恥
世
年
表
に

『
永
磁
十
年

(口
縄
二
一三
七
達

道
可
公
管
岐
隅
田
帳

(宣
岐
名
勝
圃
誌
空

谷

国
司

の
由
來
に

「
喜
が
女
な
早
戸

へ
渡
ぜ
し
か
ば
、
遁
可
君
漱

ぴ
給
ひ
η
四
男
信
貴

ミ
夫
婦
の
約
束
為
な
さ
し
む
、

是
に
至
り
て
、
豊
岐
國
書
く
定
ま

れ
蚊

此
時
惣
田
地
慧

給
人
中
の
姓
名
舟
記
す
・
見
存
宜
破
風
永
隷
の
田
帳
ε
云
ふ
、」
ご
あ
り
、
叉

一
名
枇
寺
諸
士
給
地
配
當
帳
ε
云
ふ
)
を
作

り

正
保
四

年

(日
紀
三

・
七
年
)大
群
公
家
中
物

成
増

高
を

上

め
藏

米

に
て
之
を

渡
す
」

ε
あ

る
を
以

て
見

れ
ば
、
右

萱
岐
庄
拾
遺

の
皮
質

は
増

高
知
行
制

度
の
廃
止

せ
ら
れ

た
る
正
保
四

年
迄
は
存

続

し
た
る
も
の

に
し
て
、
地

割
制

ノ

度
は
赤
線
年
間

よ
り

も
寧

ろ
着
地

高

知
行
制

度

の
塵
止

せ
ら

れ
た
る
正
保
四

年
以
後

に
創

設
せ
ら
れ
た

る
も

の
に

あ
ら

ざ

る
か
ざ
の
推
測
を

下
し
得
可

し

.
山
邊

君
が
貴
地

踏
査

し
た

る
際

、
下
條

美
助
氏

は
松

浦
領

の
北
口
に
於

て

設

苑

萱
岐
國
に
於
け
る
地
割
制
度

第
十
七
巻

(第
三
號

一
一
九
)

四
二
三

■



説

苑

萱
岐
國
に
於
け
ろ
地
割
制
度
(二
・完
)

第
十
七
巻

〔第
三
號

}
二
Q
)

四
二
四

は
、
當
國
の
士
は
領
主

へ
の
勤
務
ゼ
上
よ
b
賜
り
た
る
土
地

の
耕
作
ε
を
兼
ね
行
ひ
た
り
、
然
る
に
上

へ
の
勤
務
の

嘗
め
、
次
第
に
土
地
を
荒
廃
せ
し
む
る
に
至
わ
じ

か
ば
、土
地
を
藩
に
引
上
げ

て
之
を
農
民

に
廻
推
せ
し
め
、
士
に

は
腺
を
領
主
よ
り
與
.ふ
る
事
ご
し
た
り
、
之
れ
割
の
起
源
な
り
ご
語
ら
れ
た
b
。本
談
話
に
は
其
年
代
は
示
さ
れ
ざ

る
も
、
其
内
容
よ
り
推
恕
す

る
時
は
、
正
し
く
正
保
四
年
の
事
實
を
語
ら
れ
た
る
も
の
な
る
べ
し
。
其
後
余
が
萱

.
岐
國
に
渡
り
て
同
氏
を
訪
問
せ
る
に
、
同
氏
は
山
邊
氏
來
訪
の
節
提
示

せ
ざ
b
し
、
古
書

「
冊
を
取
り
出
し
て
此

の
記
事
こ
そ
正
し
く
地
割
の
獲
生
を
記
せ
る
も
の
な
り
ε
て
其

一
節
を
示
さ
れ
た
り
、
就

い
て
見

る
に
、
同
書
は

「
大
群
院
襟
脚
政
道
畳
書
」
ご
題
せ
ら
れ
、
右
の

　
節
に

「
御
家
中
侍
中
地
方
持
候
得
共
、
土
民
を
住
人
に
よ
り
知

.

行
所
死
所
の
様
に
仕
成
し
候
者
茂
有
之
候
、
惚
様
御
職
人
に
破
戒
卒
等

に
御
仕
置
被
仰
付
ざ
の
御
事
に
て
、
正
保

四
亥
年
に
、
地
方
被
召
上
、
御
藏
米
に
て
被
下
僕
給
知
之
内
、
先
規
よ
り
相
博
子
細
有
之
寺
肚
頓
着
、
如
先
規
之

地
方

に
而
茂
被
下
機
候
事
、」
ε
あ
り
て
、
同
氏
が
山
邊
氏
に
語
ら
れ
た
る
内
容
ご
合
致
せ
る
の
み
な
ら
す
、
其
年

代
は
前

の
推
論
ε
全
然

一
致
せ
b
。
余
は
該
記
録
の
出
所
、
並
に

↓
層
詳
細
な
る
記
録
を
得
ん
ε
し
て
、
卒
戸
及

東
京

の
松
浦
邸
に
て
古
書
類
を
渉
猟
し
乖
る
に
、
大
群
公

融
悌
献
糊
鵜
+
)
の
家
老
山
本
稲
木
の
畳
書

に
、
之
に
全

然
同

一
の
記
事
あ
る
を
獲
見
し
た
る
よ
り
、
盆

々
以
て
譲
記
事
の
正
確
な
る
を
讃
す

る
に
足
れ
り
。
文
政
廃
要
録

寛
文
二
年
〔日
紀
二
三
二
二
年
)
の
僚

に
識
す
る
御
出
に
、

「
田
畑
割
之
儀
、
上
中
下
吟
味
を
以
て
割
合
を
作
可
仕
事
、

云
々
」
ご
あ
り
、
右
寛
文
二
年
は
正
保
四
年
を
去

る
僅

か
に
十
四
年
な
る
が
敏
に
、
正
保
四
年
頃
に
地
割
起
れ
う

ε
す

る
説
は
之
を
無
下
に
排
斥
す

べ
き
理
な
し
。
更
に
余
は
右
正
保
四
年
頃
の
時
代
は
か

、
る
内
政
上
の

】
大
革

新
を
行

ふ
必
要
あ
り
し
や
否
や
、
叉
爲
歌
看
た
り
し
松
浦
輯
信
は
果

し
て
か
一
の
如
き
大
革
新
を
蟹
行
し
得

る
に



臨

、

足

る

材

幹

を

有

し

だ

る

や

否

や

を

一
瞥

し

、

右

斯

説

の

確

實

性

を

覗

は

ん

。

既

に
述
べ
し
が
如
く
、
豊
岐
國
が
松
浦
家

の
所
領
ピ
な
り
し
年
代

に
閲
し
て
ば
異
論
め
リ
ピ
難

も
、
永
祓
の
頃
、
松
浦
隆
信

(道
可
分
)
が
掌
握
し

た

る
事

ば
疑
な
し
。
隆
倍
ば
其
富
時

の
諸
侯

ミ
等
し
く

東
酉
に
解
職

し
て
領
土

の
擬
張

に
努
め
、
野
吉
の
九
州
な
任
ず
る
に
當
り
、
早
く
磨
下
に
帰

し
て
所
領
々
全
う
し
、
在
韓
の
径

に
ば
真
子
鎭

倍
(法
印
公
)
及

び
孫
久
信

(泰
嶽
公
)
な
出
征
ゼ
し
め
自
ら
後
方
連
絡

の
任
に
當
り
て
後
顧
の
凝
集
か

り
y
チ
ー

ら
し
め
た
り
。
又
隆
信
に
天
女
十
二
年

に
種
子
島

に
來
り
て
ア
ク
ル
ビ
ユ
ー
ス
銃
な
傳

へ
て
君

名
な
る
ピ
ン
㍗
一
の
水
先
案
内
た
り
し
玉

高

〔
明

矯
正
峰
)
為
平
戸
に
住
ぜ
し
め
て
日
支
貿
易

の
仲
介
者
た
ら
し
め
、
葡
人

エ
ド
ソ
ー
ド
ガ
マ
ー
が
磐
戸
よ
り
印
度

に
蹄
み
に
託
し
マ
、宣
教
師

の
來
ら

ん

こ
ご
為
請
ふ
旨
の
書

か
贈
り

二

に
日
厭

貿
易
の
連

鎖
が
切
支
丹
宗
門

の
傳
道
々
獣
許
ず
ろ
ド
あ
る
な
察
し
て
、
陽
に
堂
教
師
の
來

ろ
な
獣
迎
し

以
て
日
欧
貿
易

の
號
展

な
劃
し
た
り
し
が
、
業
牛

に
し

て
慶
長
四
年
七
†

一
歳
な
以
て
卒
す
。
鎭

信
亦
幼

時
よ
り
身
為
兵
馬

に
萎
れ
、
秀
吉
の
九
州

征
討
及

び
在
韓
の
役

に
從

ひ
て
功
あ
り
、
封

な
襲

い
で
後
に
、
英

蘭
貿
易

に
聞
し
、
家
康
の
爲

に
斡
旋

の
幹
な
取

る
等
、
簸
も
外
国
貿
易
の
隆
盛
に

力
な
用

み
た
の
.。
其
手
久
倍
ば
關

ケ
原
没
後

伏
見
に
客
死
し
た

71
。
孫
隆
信

(飛

揚
公
)
に
翫
階
乗
だ
幼
賜
な

り
し
か
ば
、
雌
父
鎭
信
の
後
見
な
受
げ

た
り
し
が
、
二
十
三
威
に
し
て
祀
父

に
離
れ
、
後

二
十
四
年
間
圃
政
な
見
・
英

吉
利
和
蘭
支
那
及
朝
鮮

ミ
の
貿
易

F
カ
な
課
し
、
曾
祖
父
隆
信
以
來

粉

め
圃
絹
の
空
乏
瀞
露
現
す
み
に
努
め
た
叫
、
寛
永
+
四
年
四
+
七
厳
な
以
て
準
ず
る
に
及
び
、
長
子
鎭
信
(天
礎
公
}+
六
蔵
に
て
畷
封
ぜ
り
。

か
く

の
如

く
隆

信

(道
可
憐
}
よ
り
隆
信

癖

陽
公
)
に
至

る
四

代
は
、
征
韓
役
後
車
ら

力
を
外
国
貿
易

に
致

せ
し

か
ば

領
内

は
益

々
繁
榮

し
た
b

ざ
難

も
、
卒
戸

の
外
国
人

ざ
取
引
を
な

せ
し
貿

易
商

の
人
な

る
も
の
は
多
く
他
領

よ
り

来

り
し
も

の
な

れ
ば
、
運

上
冥

加
金
等

の
牧

入
は
著

し
く
増

加

せ
す
、

叉
常
時

我
國

に
於

て
は
關

税
を
徴
す

る
の

制

度
な

か
り

し
爲

ぬ
、
蘭

英
商
人

よ
り
得

π

る
も

の

は
定

例

の
贈
品

に
過

ぎ
ざ
り
し

か
ば

、
貿

易

に
俘

ふ
牧

入
は

世

人
の
想
像
す

る
が
如

く
決

し
て
大
な
ら

ざ
め

き
、

反

之
在
韓

役
以
來

の
負
債

の
整

理
、
城
普
請

、
幕

府

の
課
役

及

び
江
戸
参

観

の
爲

め
多

額

の
金
を
要

し
、
.到
底
年

々
の
牧
入
を
以

て
之
を
支

梯
ひ
得
ざ

り
し
か
ば
、
領
主

は
蘭

観

苑

壷
岐
國
に
於
け
ろ
地
割
制
度

第
+
上
巻

(第
三
號

=
=
)

四
二
五

2>松 浦 家編御家世傅草稿」

P



、

説

苑

登
岐
囲
障
於
げ

ろ
地
割
制
度

第

十
七
巻

(第
三
號

】
二
二
宵

四
[二
大

葉
面
南
舘
よ
り
多
額
の
金
員
を
借
入
れ
、

蒔

財
政
上
の
窮
乏
を
糊
塗
し
な

き
。
然
る
嬉

永
+
八
年
蘭
南
舘

の
長
崎
出
島
移
轄
ε
共
に
、
牛
戸
藩

の
外
國
貿
易
が

∵
頓
挫
を
來
す
や

、
最
早
右
の
如
き
借
入
金

を
以
て
財
政
の

窮
乏
を
救
ふ
こ
ε
能
ぱ
ざ

る
に
至
れ
り
、
即
ち
藩
ε
し
て
は
従
来
の
商
業
立
遡
の
主
義
を
故
郷

し
て
、
常
時

に
於

け
る
産
業
の
大
宗
た
る
農
業

の
振
興
に
向

っ
て
猛
進

し
、
農
民
の
富
力
を
充
度
す
る
こ
共

に
、
彼
等
の
憺
税
力
を

増
加
し
て
、
自
家
歳
入
の
増
版
を
圖
ら
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
に
至
れ
b
、
然
も
農
業
の
生
産
は
土
地
を
基
本
ε
す
る

が
故

に
、
農
業
の
振
興
を
圖
ら
ん
ε
せ
ば
、
先
づ
土
地
利
用
の
方
法
を
改
善
せ
ざ
る

べ
か
ら
す
。
正
保
四
年
は
卒

戸

に
於
け
る
艸
國
貿
易
の
閉
止

せ
ら
れ
た
る
寛
永
十
八
年
を
去
る
僅

々
大
年
後
"
し
て

↓
大
農
業
政
策
を
確
立
す

る
の
必
要
已
む

べ
か
ら
ざ

る
時
代
な
b
き
。

鎭
信
は
李
戸
貿
易

の
終
エ木
期
π
る
寛

永
十
入
牢
を
去

る
僅
か
に
四
年
前

に
崖
　射
し
た
る
も
の
に
て
、
松
浦
家
の

浮
沈
は

一
に
共
の
双
肩

に
か

、
り
し
な
り
。
鎭
信
夙
に
宋

の
交
天
祚
の
人
.Σ
な
り
を
慕
ひ
、
自
ら
天
群
庵
・し
號
し

細

書
を
橘
三
喜
吉
川
惟
足

よ
り
傳

へ
、
天
成
を
秋
山
忠
右
術
門
横
田
才
庵
に
學
び
、
且
聞
畢
に
通
す
、
果
圃
典
漢

籍
を
交
庵
玄
…覚
に
受
け
、
藤
は
隠
元
、
木
庵

.
道
者

元
及
び
澤
庵
等
に
参
し
、
書
を
玄
陳

に
脅
ひ
、
更

に
常
代
の

偉
人
山
鹿
素
行

ε
莫
逆
の
交
を
な
す
。
其
の
八
ε
な
り
英
明
果
断
客
男
衆
ね
備

へ
、
韓
重
の
大
義
を
懐
き
、
履
業

を
繊
承
し
て
心
を
文
武
の
道
に
潜
め
、
最
も
甲
州

の
兵
法
を
慕
ひ
、
素
行
を
建
て
其
學
を
講
習
し
、
賢
を
禮
し
、

士
を
愛
し
.
文
民
を
燐
み
農
を
勤

め
、
開
墾
修
築
以
て
國
利
を
圃
b
、
賑
恤
貨
殖
以
て
飢
寒
を
救
ひ
、
庶
政
を
正

め

し
、
法
令
を
改
め
、
幕
使

の
半
戸
に
来
る
も
の
を
し
て
善
治
良
政
九
州
第

】
ご
補
せ
し
め
π
り
・し
云
ふ
。
依
之
観

是
正
保
四
年
の
頃
は
、
松
浦
藩

に
於
て
は
内
政

一
新
を
必
要
ε
せ
し
の
み
な
ら
す
、
之
が
實
施
に
當
り
得
る
偉
大

3)村 上 直次耶著,貿易史 上の雫戸一一一七一.=一一二 〇頁。

4)松 浦家編天 祚公 鴫傳

■



な

る
爲
政
者

を
有

し
た

る
時
代

に
し
て
、
其
頃

に
地
割

制
度
が
創
設

せ
ら

れ
た
り

ご
の
説
は

、
之
に
よ
り

て
益

々

O

確
實
性
を
得

る
も
の
ε
云
ふ

べ
き
な
り
。

今
若
.し
本
説
を
是
ε
せ
ぱ
、
本
制
度
は

「
且
土
地
を
牧
公
し
た
る
後
、
班
田
制
に
よ
り
て
入
民
に
土
地

の
用
益

椎
を
興

へ
て
、

一
に
土
民
を
解
放
し
、
二
に
領
内
の
富
力
を
増
進

し
、
…二
に
中
央
集
樺
制
の
樹
立
を
企
属

し
た
る

も
の
に
し
て
、
彼
の
大
化
の
改
新
に
當
り
天
皇
及
各
氏
が
各

々
土
地
及
人
民
を
私
有
し
、
部
曲
の
民
を
使
役
し
重

視
を
賦
課
徴
収
し
居
た
り
し
を
慶
し
て
、
す

べ
て
の
人
員
ε
土
地

ご
を
国
家
に
収

め
、
人
民
に
は
班
田
牧
授
の
注

に
よ
b
て
、
軍
に
用
益
権
を
與

へ
、
以
て

「
は
下
層
階
級
の
解
放
を
圖
り
、

一
は
国
家
権
力

の
確
立
を
書
し
た
る

ε
同

一
な
り
。

黙
れ
こ
も
此
に

一
二
の
疑
は
ざ
ら
ん
ε
し
て
疑
は
ざ
る
を
得
ざ
る
黙
あ
り
、
第

{
に
地
割
制
度
創
設
の
如
き
は

松
浦
藩
に
取
b
て
極
め
て
重
要
な
る
が
故
に
、
正
保
四
年
地
高
地
行
制
度
が
廃
止
せ
ら
る

こ
し
共

に
地
割
制
度
が

創
設

せ
ら

れ
た
り
ε
す

れ
ば
、
.
何
を
以
て
山
本
氏
は
地
割
制
度
に
言
及
せ
ざ
り
し
か
ε
云
ふ
黙
な
り
。
尤
も
比
熱

に
關
し
て
は
、
地
割
制
度
の
如
き
複
雑
な
る
制
度
は
、
短
時
日
の
間
に
創
設
せ
ら

る
べ
き
為
の
に
あ
ら

ざ
れ
ば
、

藩
は
先
づ
地
高
地
行
制
度
を
屡
止
し
て
土
地
藩
有
を
行

ひ
、

後
徐
う

に

地
割
制
度
を
創
設
し
、
寛
文
二
年
頃
既

に
實
施
せ
ら
れ
π
b
こ
も
解

せ
ら
れ
ざ
る
に
は
あ
ら
す
。
第
二
に
正
保
四
年
読
の
如
く
、
地
高
地
行
制
度
の
廃
止

ε
共

に
、
全
然
新
規
に
地
割
制
度
が
創
始
せ
ら

れ
セ
リ
こ
す
れ
ば
、
共
制
度
の
内
容
は
松
浦
藩
領
内
す

べ
て

一
律

な
ら
ざ
る
べ
か
ら
す
、
.然
る
に
萱
岐
國
に
於
け
る
土
地

分
配
の
標
準
は
戸
の
み
な
ら
す
戸
内

の
口
数
家
族
の
年
齢

及
性
を
も
考
慮
に
入
る

、
に
抽
は
ら
す
、
松
浦
家
の
本
擦
陀
b
し
平
戸
を
於
て
は
輩
に
戸
の
み
を
標
準

ε
な
し
た

説

苑

萱
波
圃
に
於
け
る
地
割
制
度
.

第
十
七
巻

(第
三
號

一
二
三
)

餌
二
士



読

苑

.
壷
眈
國
に
於
け
る
地
割
制
度

第
十
七
巻

〔第
三
號

一
二
四
)

四
二
入

防
、

か
く

の
如

く
同
時

に
同

「
の
爲
敬
老

に
よ
り

て
起

さ
れ
た

る
制

度
の
内

容
が
地
方

に
よ
り

て
異

れ
る
は

、
内

容
を

異

に
せ
ざ

る

バ、
か
ら
ざ

る
素
因

が
少

く

蓬
も
地
割

制

度

の
創

始
,以
前

に
既

に
存

在

せ
し

に
因
れ
る

に
あ
ら
ざ

る
か
ご
云

ふ
に
あ

り
。

而
も
余

は
目
下

右
の
疑

問
を
闡

明
す

べ
き
時

間
を
有

せ
ざ

る
を
以

て
、
本

制

度
の
蛮

土
原

因

に
残

る
多
少

の
疑
問

を
學
界

に
提
供

し

て
大
方

諸
賢

の
研
究
を

仰
が

ん
ε
す
。

然

る
に
壼
岐
國

に
於

け

る
地

割
制
度

は
少
く
ε
も
寛

文

二
年

〔日
組
二
三
二
二
年
〉
に
は
既

に
存

在

し
た
る

こ
ご
確
實

に
し
て
、
爾
来
藩

の
公

認
制
度

ε
し

て
明
治

の
初

年
迄

約

三
百
年
間

連
綿

ご
し

て
織

綾

し
来
り

、
明
治

維
新

を
迎

へ
て
.
遂

に
地

租
改
正

の
断
行

の
爲

め
、
脆

く

も
真

跡

を
絶

つ
に
至

れ
る
な
り
。
下
條

大
切

氏
は
云

ふ
、
「
地

租
改

正
に
よ
り
畑

は
明
治
⊥
ハ
年

に
、

田
は
同
八
年

に
春

材

の
戸
敷

に
牛
等

に
割
付

け
、
共
儘

所
有
権

を
與

へ
し
な
b
、
」

ざ
、
火
箱
崎
村

の
古

川
純

太
郎

氏

は

「
明
治
入
牢

に
割

を

し
て
、
十

五
年
目

割
替

を
な
す

こ
ざ

に
取
極

め
π

れ
ざ

も
、
明
治

九
年

の
地

租
改
正
後

、
土
地
を

失

ふ
も

の
生

す

る
に
至
り

、
遂

に
抽

籤
を
行

は
す
糖

其
儀

ξ
な
れ
り
、
」

・し
語

れ
り
、
即
ち

全
臨
等

し
く
明
治
六
年

よ
り
同
九

年
迄

の
間

に
於

て
、
従
前

の
割
替
慣

行

に
基

き

て
、
各

戸

に

割
付

け
、
藪

に
完

全
な

る
土
地
私
有
制

度
は
確
立

せ
ら

れ
た
り
し

な
り
,

當
恥

の
民

心
如

何
ご
聞
く
に
、
後
藤

正
足
比
は
曰

く

、
、
「
恰

も
其

聴
が
割

の
十
年
目

こ
な
b

て
割

替
を
行

ふ
の

年

蓬
な
り
、
土
地

割
替

を
行

ふ
折
な

り
し
か
ば
、
幸

に

し
て
民
・恥
を
動

か
す

.}
こ
な
く

、
登
戸
李
等

に
割
嘗

て

、

新
制

度

に
其
儒
遷

り
し
な
り
、
」
ご
、
蓋

し
割
替
年
限

の
勢

家
は
全
国

　
様
な

ら
ざ
り

し
な
ら

ん
も
、
兎

に
角
濁
慣

に
よ
り

て
各
戸

に
土
地
を

配
分
し
、
私
有
制

度
を

確
諒

す

る
も

、
何
等
民

.心
を
動

揺

せ
し
む

る
に
至
ら

ざ
り

し
が

如

し
。



斯
く
砂
如
く
塘
乱
の
壌
滅
は
全
く
八
爲
的
な
り
、
然
も
常
時

の
民
心
を
動
ず

こ
ご
な
く
し
て
新
制

に
遷

り
た
な

を
見

る
、
然
ら
ば
常
時
己
に
民
心
は
醤
慣

に
倦
み
、
其
實
効
な
く
、
本
來
の
性
質
は
全
く
失
は
れ
居
り
し
ゃ
ε
云

ふ
に
、
敢
て
然
ら
ず
、
之
れ
蓋
し
讐
慣
を
遷

し
て
夫
に
永
久
の
所
有
権
を
附
興
せ
し
に
止
ま
b
、
其
形
に
於
て
何

等
異
を
樹
て
ざ
り
し
に
因
る

べ
く
、
又
其
後
不
卒
を
見
ざ
る
も
、
之
れ
氏

35
が
時
勢
の
憂
遷
肚
會
組
織
の
製
革

に

順
恋
せ
る
爲
な
な
べ
し
。

第
+
三

結

訂
口

之
を
一要
す

る
に
、
本
制
度
は
之
を
其
内
容
よ
り
観
察
す
る
時
は
、
國
[家
肚
會
士
山義
父
は
農
業
『肛
會
一主
義

の
施
設

に
比
す

べ
き
も
の
な
る
が
故

に
、
現
今
の
肚
會
制
度
や
経
済
制
度
を
改
良
す

る
参
考
こ
し
て
、
本
制
度
が
當
時
の

祉
會

に
謝
し
て
如
何
な

る
意
義
を
有
し
た
る
や
を
研
究
す
る
こ
巴
は
極

め
て
興
味
め
る
こ
ε
な
り
。

本
制
度
の
最
も
特
徴

ε
す
る
所
は
、
貧
富
の
懸
隔
を
防
ぎ
、
萬
民
等
し
く
生
計
を
立
ち
得
る
こ
ご
な
り
、
即
ち

土
地
は
各
戸
生
活

の
必
要
を
基
準
こ
し
て
上
中
下
の
田
畑
を
均
等
に
組
合
せ
分
配
せ
ら
れ
た
る
の
み
な
ら
す

、
入

長
は
唯
特
種

の
土
地
以
外
を
除

い
て
は
、
永
代
に
用
益
す

る
の
権
な
く
.
又
割
替
地
の
用
益
…罹
す
ら
も

一
定
の
割

替
年
限
以
上
の
賛
買
は
禁
ぜ
ら
れ
し
か
ば
、
土
地
の
兼
併
は
行
は
れ
す
、
各

戸
の
富
力
に
は
大
差
な
か
り
し
巴
共

に
、

一
且
倒
産
の
皿愛
目

し
脅
す

る
も
、
次
期
割
替
に
は
再
び
」工
地
の
分
配
を
受
く
る
を
以
て
う
全
く
零
落
す
る
こ

ご
に
な
b
き
。
然

る
に
明
治
維
新
に
當
り
地
租
改
正
せ
ら

る

、
や
、
土
地
の
用
益
権
者
は
所
有
者
ε
な
り
、
交
附

を
受
け
た
る
土
地
は
己
が
意
に
任
せ
て
庭
分
し
得
る
に
至
り
し
か
ば
、
優
者
は
益

々
昌

へ
て
大
地
主

ξ
な
り
、
劣

誠

苑

露

髄

F
於
け
亀

割
製

第
+
七
巻

第

一=
號

三

五
)

四
二
九

嚇

■



ヲ

説

苑

萱
岐
國
に
於
け
る
地
割
制
度
.

第
十
七
巻

〔第
三
號

一
二
六
)

四
三
〇

者
は

盆

々
劣

へ
て
小
作

人

ざ
な
ら
ざ

る

べ
か
ら
ざ

る
に

至
れ
り
、
即

ち
大

正
⊥
ハ
年

の
豆
岐

郡
要
覧

に

よ
れ
ば

、
左

表

の
如
く

、
耕
地
総

面
積

の
約
三
.分
之

「
は
小
作
地

ご

な
り
、
農
業

自
敬

の
過
・雫
は

小
作
農

(但
し
自
作
集
小
作
か
含
む
)

ε
な
b

て
、
.薮

に
地

主
小
作

の
こ
大

階
級

の
出
現
を
見

る
に
至

り
し
の
み
な
ら
す

、
地
主
階

級

の
み

に

っ
き
て
見

る
も

、
其
所
有

の
面
積

に
人

な

る
差

等
を
見

る
に
至
り

し
は

、

「
に
本

制

度
崩

壊

の
結

果

ξ
云

ぷ

べ
き
な

り
。

わ

耕
地
面
積
及
膚
作
地
小
作
地
反
別
(元
正
六
年
末
現
在
)

(

駕噛

凱

副

賞議
了
昨鄭

實一
㌣

麟

引

田

三
九〇
、七

δ
0

莞

(
、。
.

究

、
0
　

四
聖

、七

・

　
。
、碧

畑

四
四
盗

、
　「

】8

三
孟
六
δ

蓋

、
兄

=
〇
七
、昌

二
『
会

計

套

四
、
口

幕

四
四茜

、。

蟹
、豊

春

。
δ

美
・
四　

の

耕

地

所

有

者
藪

(大
正
六
年
末

現
在
)

(
五
反
歩
未
漏

五
反
歩
以
⊥

一
町
歩
以

上

三
町
歩
以
上

五
町
歩
以
上

十
町
歩
以
上

五
十
町
歩
以
上

合

計

一己
、六

三
西

一
三
突

二四
三

一一五
.

三

-

尭

二六

の

農

業

戸

藪

〔大
正
六
葉

現
在
)

自

作

農

自
作
兼
小
作
農

小
・
作

農

計

茜
含

、

天
三

二五六

藍
壱

本

制
度
第

二
の
特
黙

は
、
共
同

　
致
隣

保
相

助

の
美

風
を
生
す

る

こ
ご
な
り
、
即
ち
土
地

の
割
替

に
關

し
て
、

領
主

球
b
細
密

な

る
規
定
を
獲
布

せ
し
の
.み
な
ら
す

、
監
督

官
を
派
遣

せ
し

も
、
其
實
務
は

部
落

艮
全
盤

の
意
思

に
基

き

て
、
.民

主
的

起
庭
理

せ
ら
れ

し

か
ば
、

か

、
る
美

風
の
生
す

る
は

自
然

の
理
な
り
。

然
舷
、、
も
土
地
捌
警

よ
を

毒

、
耕
地
は
細
分
せ
ら
れ
裟

す
る
撮

て
、
農
轟

螢
素

餐

る
の
み



な
ら
衡

怪
三

定
年
間
の
肘
盆
を
許
さ
全

の
み
な
る
よ
り
、
土
地
私
用
蒼
を
し
で
充
分
に
利
己
心
姦

撮
せ

し
む
る
こ
ε
を
得
す
、
從

っ
て
農
業
生
産
上
充
分
な
る
能
率
を
翠
ぐ
る
こ
ご
を
得
ぎ
る
な
り
。
松
浦
家
に
於
て
も

之
が
鉄
黙
を
認

め
居
た
り
し
こ
ε
は
、
寛
政
七
年
の
都
方
仕
置
帳

に
、
「
田
畑
之
儀
者
、
惚
而
作
人
を
極
、
永
代
不

璽
歓
に
致
候

へ
ば
、
紛
敷
議
も
無
之
、
手
入
等
致
候
義
も
心
懸
能
作
人
難
行
眉
土
地

も
h
次
第

に
宮
相
成
道
理

に

候

へ
共
云
々
」
ε
あ
る
に
よ
b
て
明
か
な
レ
、
叉
同
法
施
行
上
支
障
を
来
し

、
黙
は
、
大
化
改
新

の
班
田
牧
授

の

腸
合
に
於
て
起
り
し
如
く
、
人
口
の
増
加
に
俘
ふ
土
地
の
缺
乏
な
り
、
即
ち
人
口
は
無
限
に
増
加
す

る
も
、
分
配

す

べ
き
土
地
は
之
を
無
限
に
造
成
す
る
こ
ε
能
は
ざ
る
を
以
て
、
人
口
の
増
加
に
件

ひ
、

　
戸
當
り
の
土
地
分
配

額
は
減
少
す
る
こ
ε
な
り
。
「
田
畑
割
御
定
法
書
」
の

…
節

に

「
年
々
人
家
相
増
便
に
付
、
作
場
差
詰
り
候
故
、
切

畑
南
墾
地
の
意
)
定
物
成
懸
來
候
得
者
不
及
申
、

物
成
不
相
納
切
畑

に
而
茂
、
三
ケ
年
以
前
開
候
者
、
本
畑

に
割
込

.

可
申
事
」
ε
あ
る
が
如
く
、
萱
岐
國

に
於
て
も
、
人
口
の
増

加
に
つ
れ
て
、
土
地
が
不
足
ε
な
b
し
か
ば
、

叫
定
の

.

制
限
の
下
に
、
個
人
の
開
墾
地
を
も
、
割
の
巾

に
組
み
入
る

Y
に
至
b
し
な
り
、
恰
も
之
れ
班
田
牧
授

に
於
け
る

斎
堂

身
の
法
類

す
。
然
巽

か
・
る
制
限

(謙

枇
鱒

幡

婦

麗

の
下
に
撃

、、
開
墾
の
餐

を
償
ひ
得

る
間

は
、
開
墾
は
行

は
る
れ
こ
も
、
肥
沃

な
胤
原

野

の
缺

乏

に
つ
れ
て

、

か

、
る
制

限
あ
b

て
は

、
到

底
開
墾

の

勢
嬰
を
償

は
ざ

る
に
至
り

て
は
、
開
墾
を

企

つ
る
も

の
無

き
は
明

か
な
り
、
故

に
肥

沃
な

る
原

野

の
減

少

し
た

る

明
治
維
新

當
時

じ
於

て
は
、
開
墾
地

は
開
墾
者

の
永

代
断
閃有
を
許

さ
る

、
こ
ご

、
な
り

た
り
、
之

れ
恰

も
、
聖
武

天
皇

の
天
箏
十
五
年

五
月

二
十
七

日

に
三
世

一
身

の

注
が

撤
屡

せ
ら

れ

永
代
私
有
利

の

認

め
ら

れ
し

ご

同

一
な

り
。

叉
割
替

事
務
煩
雑

に
し
て

多
大

の
時
間

ご

勢

費

ご
を
要

せ
し
こ

冠
も
、

赤
斑

田
牧
授

の
場

合

蓬

同

一
な

り

設

苑
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岐
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き
。

か
く
の
如
き
支
障
あ
り
し
か
ば
、
、土
地
割
替
が
厳
格
に
行
は
れ
ざ
り
し
に
や
、
田
畑
割
御
定
法
書
扁
弘
化
四

年

の
仰
出
に

「
壼
岐
之
國
儀
は
、
田
畑
割
御
作
法
相
立
諸
作
人
在
附
茂
相
憲
に
有
之
候
得
共
、
村

に
寄
候
而
は
、

軋鍬
十
年
滞
候
胴場
所
も
有
之
趣
一四
々
」
ご
「酉
へ
め
。

本
制
度
に
利
害
の
相
伴

へ
る
こ
ご
上
述
の
如
し
、
果
し
て
然
ら
ば
、
本
割
歴
の
政
策
ε
し
て
の
償
値
如
何
。
此

の
問
題
を
論
ぜ
ん
に
は
、
宜
し
く
其
時
代
に
立
脚
し
て
、
當
塒
の
肚
會
組
織
経
済
欺
態
並
に
民
心
の
蹄
趨
を
深
く

考
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
す
、
畳
岐
國
地
割
が
何
時
頃
起
り
し
や
は
不
明
な
る
も
、
其
制
度
が
徳
川
時
代
に
最
も
蜷
に

行
は
れ
π
る
は
明
確
な
b
、
徳
川
時
代

の
肚
會
及
経
済
の
組
織
は
藪
に
贅
言
す

る
迄
も
な
く
、
殆

ん
ざ
封
建
制
度

の
下
に
立
て
ら
れ
た
る
も
の
な
り
し
か
ば
、
萬
事
萬
物
皆
武
士
を
中
心

こ
し
、
農
民
は
黄
土
な

る
高
等
遊
民
を
扶

養
す
る
爲
に
生
存
を
許

さ
れ
、
彼
等
は
米
穀
を
生
産
し
、
こ
れ
を
以
て
租
税
を
納
入
す
る

↓
種
の
機
械
ご
看
做

さ

れ
、
全
く
人
格
を
無
祓
さ
れ
、
職
業
の
自
由
及
び
土
地
移
轄
の
自
由
を
有
せ
す
、
僅

か
に
微
々
た
る
自
給
自
足
の

経
済
を
畳
み
居
た
り
し
な
り
。

さ
れ
ば
領
主

ピ
し
て
農
民
統
治
の
最
良
策
は
、
彼
等
を
し
て
知
ち
し
め
す
依
ら
し

め
て
、
出
家
得
る
限
り
、
彼
等
の
膏
血
を
絞
り
取
る
に
あ
り
、
又
農
民
の
理
想
は
「
沈
香
も
焚
か
す
厩
も

へ
ら
す
」

無
爲
卒
穏

に

一
生
を
逡
ら

ん
ε
す
る
に
み
め
き
、
既

に
述

べ
し
如
く
本
制
度
の
根
本
特
徴
は
す

べ
て
の
農
民
を
し

て
貧
富
の
懸
隔
な
か
ら
し
め
、
安
穏
に
生
活

せ
し
む
る
し
あ
る
が
故
に
、
右
政
策
は
全
く
當
時
の
耐
會
瓶
態
経
済

赦
態
及
民
心

の
蹄
趨
に

一
致
せ
し
も
の
に
し
て
、
其
當
塒
の
政
策

注
し
て
は
極

め
て
適
當
な
る
も
の

な

り

し

な

ら
ん
。

教
に
本
刷
度
創
設
の
精
神
及
制
度
の
内
容

に
於
て
之
に
よ
く
類
似
せ
る
大
化

の
既
倒
制
が
、
充
分
な
る
効
果
を

.



■

b

牧
む

る
能
は
す
し
て
、
約
二
百
年
の
後
、
壌
塵
に
蹄
し
た
る
に
反
し
て
、
本
制
度
が
よ
く
徳
川
三
百
年
間
存
続
し

だ
る
の
み
な
ら
す
、
明
治
維
新
後
ε
誰
も
、
若
し
明
治
政
府
に
し
て
地
租
改
正
及
土
地
所
有
確
認
の
政
策
が
行
は

れ
ざ
り
し
な
ら
ば
～
俺
持
続
せ
ん
ε
す

る
の
勢
を
有
し
た
り
し
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
れ
る
や
。
従
来
學
者

の
研

究

に
よ
れ
ば
、
大
化
の
班
田
制
が
壊
磨
す
る
に
至
り
し
主
な
る
原
因
は
、
其
手
緬

の
極

め
て
煩
雑
な
り
し
ε
人
口

増
加
に
伸

ふ
土
地

の
缺
乏
に
あ
り
し
が
如
し
、
既

に
述

べ
し
如
く
右
両
極

の
歓
陥
は
壷
岐
國
に
於
て
も
確
か
に
存

在
し
た
り
ご
雌
も
、
大
化
の
敢
新

に
於
て
は
、
土
地
分
配

の
責
務
は
宮
司
自
ら
之
を
行
ひ
た
る
に
反
し
て
、
壱
岐

國
に
於
て
は
す

べ
て
村
域
之
を
執
行
し
、
宮
司
は
唯
監
督

の
任
に
あ
陀
り
し
の
み
な
る
が
故

に
、
其
分
配
は
村
民

の
希
望
に
最
も
よ
く
合
致
し
、
其
割
替

手
綾
も
比
較
的
に
煩
雑
な
ら
ざ
り
し
な
り
。
叉
大
化

の
改
新

に
於
て
は
、

國
民
生
禮

に
土
地
を
分
配
せ
し
も
、
壼
岐
國
に
於
て
は
在
即
ち
農
村

の
住
民
の
み
に
土
地
を
分
配
せ
し
か
ば
、
土

地
の
分
離
に
興
る
べ
き
人
口
及
び
其

の
増
加
の
敷
は
、
之
を
大
化
改
新
の
班
田
制
に
比
す
れ
ば
、
少
き
珊
な
b
レ

且

つ
登
岐
國
の
地
勢
は
極

め
て
低
き
丘
陵
地
に
し
て
、
殆
ん
ご
,全
部
農
耕
地

・し
な
し
得

る
が
故
に
、
割
地
の
み
に

て
耕
地
面
積
不
充

分
な
る
時
は
、
農
艮
は
白
ら
公
領
地
な
る
山
野
を
開
墾
す

る
か
、
又
は
他
人
の
開
墾
地
を
小
作
し

て
其
缺
乏
を
補
ひ
得
た
り
し
な
b
。
.即
ち
登
岐
國
地
割
制
度
が
大
化
改
新
の
班
田
制
ご
同

一
の
弊
害
を
有
し
た
る

に
拘
ら
す
、
よ
く
三
百
年
以
上
を
持
続
し
、
明
治
維
新

の
地
租
改
正
な
く
ば
佃
も
持
綾
せ
ん
ε
す
る
の
勢
を
有
し

た
る
は
、

一
に
其
弊
害
現
出
の
程
度
極
め
て
綾
漫
な
り
し
が
薦

め
な
る
べ
し
。
從

っ
て
本
制
度
は
明
治
維
新
後
人

工
的

に
急
激
に
磨
減
に
蹄

し
た
b
ξ
錐
も
、
た
ご

へ
明
治
維
新

の
地
租
改
征
な
く
ε
も
、
人
U
増
加
に
よ
る
土
地

缺
乏
の
爲

め
に
何
時
か
は
崩
壊
を
見

る
に
至
る
べ
き
ゃ
必

せ
り
。
(完
)
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言
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本
論
文

の
研
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に
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し
て
深
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な

る
好
意
心
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た
ろ
松
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伯
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家
、
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郎
、
佐
藤
光
峰
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正
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.
吉
堀
光
枝
、
吉
永
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榮
十
郎
、
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條
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、
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元
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、
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元
萱
岐
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